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令和８年度 南区の運営方針と主な事業を説明します。 
 
まずは、南区のトピックを紹介します。 
トピック一つ目は、ぬくもりのある区役所の実現です。 
本館１階フロアに点在する発券機を集約し、案内人を増員したり、来庁目的を確認したうえ
で整理券を発券し、目的の窓口を案内したりするなど、丁寧な案内の充実・強化に取り組み
ます。 
 
トピック二つ目は、地域コミュニティ活動の支援です。 
地域が抱える課題解決に向けたワークショップを開催します。 
地域活動に参加した人が、公共施設の利用券などの特典と交換できる「ふくおかポイント」
を活用して、地域の活性化や新たな担い手の確保につなげます。 
誰もが気軽に立ち寄りたくなる公民館を目指し、サービス・利便性の向上などを行うととも
に、公民館活動や地域活動の担い手づくり・人材育成を目的とした事業を実施します。 
 
トピック三つ目は、地域における自主的な健康づくり活動の支援です。 
校区のウォーキングイベントなどへ健康運動指導士等を派遣し、地域における健康づくり活
動を支援します。 
また、身近な道路で気軽に健康づくりに取り組めるよう、区内のウォーキングコースに距離
標示等を設置します。 
 
トピック四つ目は、高齢者向け「デジタルカフェ」の実施です。 
暮らしに便利なスマホアプリの案内やセルフレジ体験などを行う「デジタルカフェ」を開設
します。 
カフェは、企業・店舗・大学など高齢者を支える多様な主体と連携して開設し、高齢者の社
会参加と介護予防を促進します。 
 
トピック五つ目は、在住外国人への生活ルール等を伝える取組みです。 
外国人留学生等が日本の生活ルール・マナーを楽しく学べる体験講座を、地域・外国人住民・
留学生とともに企画・実施します。 
また、ごみ出しのルールや駐輪マナー、防災、税、国民健康保険、年金をテーマに、区内の
日本語学校等で南区役所職員による出前講座を実施します。 
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次に、まちづくりの目標 「みんながつながり、安らぎ、輝く くらしのまち・南区」の実
現に向けた３つの方向性に沿って、令和８年度に実施する主な事業を説明します。 
 
 
1 つ目の方向性は、お互いが支え合い、健やかにくらせるまち です。 
 
・くらしやすい地域づくりの支援 
・子育て支援 
・健康づくり、高齢者の見守り支援 
以上の３つの分野で取り組みます。 
 
「くらしやすい地域づくりの支援」では、自治会・町内会への支援、持続可能な生活交通の
確保、一人一花運動の推進、公園維持管理機材のレンタルを行います。 
「子育て支援」では、子ども見守り団体の連携支援や、メンタルヘルスの不調などを抱える
保護者を支援するみなみっこ子育て支援事業に取り組みます。 
「健康づくり、高齢者の見守り支援」では、よかトレ実践ステーションなどの介護予防の取
組み、よかドック・特定保健指導を行います。 
 
 
２つ目の方向性は、身近な自然と共生し、安全で安心して住み続けられるまち です。 
 
・安全で快適な道路環境づくり 
・地域防災力・防犯力の強化 
・身近な自然再発見 
以上の３つの分野で事業に取り組みます。 
 
「安全で快適な道路環境づくり」では、シェアサイクルポートの設置やゾーン３０プラスの
整備を行います。 
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「地域防災力・防犯力の強化」では、地域防災力の向上、南区市民総合防災訓練・防災講座
の実施、防犯・交通安全の啓発・推進に取り組みます。また、大橋駅周辺の地域住民、商店
街、学校、警察、区役所等で組織する「大橋安全・安心まちづくり応援団」で、防犯パトロ
ールや環境美化活動等を行います。 
「身近な自然再発見」では、油山・鴻巣山での自然体験イベントの実施や、区の自然や魅力
スポットなどを紹介した「みなみくガイドマップ」の配布などを行います。 
 
 
３つ目の方向性は、多様な主体が共創し、人と地域を育てるまち です。 
 
・南区の大学・企業との連携 
・共創のまちづくり 
以上の２つの分野で取り組みます。 
 
「南区の大学・企業との連携」では、大学、企業、行政が連携するイベントや、大学や企業
が地域に出向いて希望に応じて随時行う出前講座、南区周辺の大学で各大学の専門分野を
活かして子ども向けの体験講座を行うこども大学などを実施します。 
また、「南区アートネクスト」では、大学と連携し、若者へのアート作品発表機会の提供や
アーティストとの交流などの支援を通じて、若いアーティストの成長を支援します。 
 
「共創のまちづくり」では、ひばるざくらを活かしたまちづくりとして、短歌コンテスト「ひ
ばるざくら賞」や「ひばるざくらフォトコンテスト」を実施します。 
また、「地域交流センターの整備」では、地域交流センターの基本計画の策定について関係
局と連携して取り組みます。 
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南区役所の代表電話番号は、５６１－２１３１です。 
 
このパンフレットの発行元は、南区 総務部 企画振興課です。 


